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行方不明の心配な高齢者等の

が始まります

緊急時に支援が得やすくなります

登録した方の情報を共有します

高齢化が進む現代社会で、増加している認知症。
外出したまま家に戻れず行方不明となるなど、身近な問題となっています。
福智町では認知症等により行方不明になった場合の早期発見・保護を目指し、
より地域や公共機関の支援を得やすくするための事前登録制度を２月１日
から始めます。本人と家族の安心・安全のため新制度を利用してみませんか。

事前登 録制度

「事前登録
」

制度って？

制度の

メリットは？

１

２

どんな制度なの？

緊急時は情報を素早く共有 家族への連絡がスムーズに

登録する情報は？ 登録に必要な物は？
認知症などで、行方不明のおそれ
のある高齢者等の情報を事前に登
録し、行方不明など問題発生時に
は登録した情報を関係機関で共有
することで早期発見・解決につな
げることを目的とした制度です。

問題発生時に警察・役場など関係機関に情
報提供を行い、警察が捜索する際により迅
速な発見・保護につなげることができます。

緊急連絡先を事前に伝えておくこと
で、保護された際すぐに家族へ連絡す
ることができ、もしもの時にも安心です。

対象となる方の写真、身体的特
徴、以前からよく通っていた場所、
緊急連絡先などの情報を申請書
に記入し、登録します。登録され
た情報は大切に保護され、この
制度のためだけに使われます。

申請者となる方の印鑑と登録の対
象となる本人の写真が必要です。

親族以外の方による申請もで
きますが、委任状が必要です。

写真は 3 カ月以内に撮影し、
正面から無帽で顔を大きく映
したものと、全身写真（各１枚）

　　　  ● 高齢者向けの新事業が２月よりスタート！

お申込は
まで「福智町地域包括支援センター」

場所／福智町赤池 970-1（コスモス保健センター内）
問保健課 地域包括支援センター係 ☎0947-28-9502

事前登録制度は２月１日金スタート！
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　平成30年度の町職員・特別職の給与状
況をお知らせします。職員数など詳しく
は町公式ホームページをご覧ください。

一般行政職（平均40.6歳）技能労務職（平均48.4歳）
平均給料

月額
平均給料
月額（手当含）

平均給料
月額

平均給料
月額（手当含）

301,682円 327,516円 301,928円 311,271円

問 役場総務課 人事係　☎22-0555

▶職員の平均給料・報酬等の状況

期末手当：6月期1.225月分／12月期1.375月分（計 2.6月分）
勤勉手当：6月期0.9月分／12月期0.9月分（計 1.8月分）

区分 給料月額 退職手当 区分 報酬月額

町長 770,000円 15,708,000円 議長 330,000円

副町長 611,000円 7,332,000円 副議長 285,000円

教育長 531,000円 5,352,480円 議員 263,000円

▶特別職の給料・報酬等の状況

期末手当：6月期1.225月分／12月期1.375月分（計 2.6月分）

（H30.4.1現在）

（H30.4.1現在）
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　職業に必要な技術や知識を取得する意
欲がありながら、経済的理由で専修学校へ
の就学が困難な人に対し資金を貸与します。

申込▶4月8日月～4月19日金
対象▶以下の要件を全て満たす人
① 町内在住で平成30年度に中学・高校を
　卒業または高校を中退した人
②申込日に専修学校に在学中の人
③ 他の修学金・奨学金を受けていない人
貸与金▶

【入校支度金】10万円
【修学資金（月額）】５万３千円または３万円

※ 学校・課程で異なります。県指定の対象校について
　はお問い合わせください。

問 役場人権・同和対策課　☎22-7764

　　　は必ず返還が必要です。
所得制限がありますので詳細は
お問い合わせください。

貸与金

周囲からの厚い信頼により選任された浦田さん㊨と阿部さん。

h i l d r e n ' s  a c t i v i t y


